
令和８(2026)年度 山口県立大学「やまぐちSPARC先取り履修」募集要項 

「SPARC教育プログラム」とは、「文系DX人材」育成に必要な資質・能力を身に付けることを目指し

た、山口大学・山口県立大学・山口学芸大学(以下、「３大学」という。)が連携して提供する教育プ

ログラムです。

３大学では、県内外の高等学校等（高等学校又はこれに準ずる教育機関）に在学する生徒（以下「

高校生等」という。）が、３大学が取り組んでいるSPARC教育プログラムの授業科目を履修することが

できる先取り履修生を募集します。 

高校生等に対して、３大学の学部生を対象に開設する授業科目の履修機会を提供し、大学レベルの

教育に接する機会を提供することで、大学教育に対する理解を深めるとともに、自らの学習意欲を喚

起し高等学校等における教育の一層の涵養を図ることを目的とします。 

１ 履修の時期 

令和８(2026)年度後期 

２ 履修資格 

次の各号に掲げるすべての要件を満たしている高校生等とします。 

(1)山口県内外を問わず、高等学校等に在学する生徒で、履修する科目の全授業を受講できること

(2)在学する高等学校等の学校長の推薦があること

(3)履修科目に履修要件がある場合は、その要件を満たしていること

３ 履修科目及び単位数、募集人員等 

科目名 単位数 開講時期 募集人員 

地域文化論 ２単位 後期 30 名 

４ 申請手続 

(1) 申請受付期間

令和８(2026)年４月１日(水)～令和８(2026)年７月31日(金)17時(必着) 

受付時間は９時から17時までとします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けません。 

(2) 申請方法

① 仮申請(ホームページからの入力)

ア 履修を希望する高校生等は、「やまぐち SPARC 先取り履修」のホームページ(以下「ホー

ムページ」という。)にアクセスし、履修申請のページの仮申請フォームに、氏名、学校名、

連絡先、希望する授業科目等を入力してください。 

URL：https://sites.google.com/yamaguchi-kyoso.or.jp/yamaguchi-sparc-sakidori 
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イ この仮申請は、各大学が履修希望状況を把握するための事前登録ですので、この段階で

は正式な申請とはなりません。 

②正式申請(申請書類等の作成と郵送)

ア 仮申請後、ホームページ上の「履修志願書様式ボタン」をクリックすると、「やまぐち

SPARC 先取り履修」志願書(PDF、Word)の様式が表示されます。 

イ 志願書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、在学する高等学校等の学校長か

ら推薦を受けてください。 

ウ 在学する高等学校等を経由して、志願書に写真を添えて郵送してください。これにより、

正式な申請となります。 

(3) 申請書類等

①「やまぐちSPARC先取り履修」志願書(学校長の推薦内容を含む。)

②写真１枚(縦3㎝×横2.5㎝。正面無帽上半身で出願前3カ月以内に撮影したもの。裏面に氏名

を記入すること。)

(4) 申請上の注意事項

①仮申請だけでは履修許可は得られません。必ず志願書等の郵送による正式な申請を行ってく

ださい。仮申請後、大学から確認メールを送信します。この確認メールに志願書様式のダウ

ンロードリンクも案内されますので、必ず印刷・記入し、提出漏れのないようご注意くださ

い。 

②提出書類に記載漏れその他の不備がある場合は受理をしませんので、出願の際には十分確認

してください。

③申請書類等の提出は必ず書留、簡易書留、レターパックなど追跡可能な方法によるものとし、

表に「やまぐちSPAC先取り履修志願書 在中」と朱書きで記載してください。

５ 履修の可否等 

(1) 申請書類について審査の上、履修の可否を決定します。

(2) 審査結果は初回受講日の２週間前までに、授業の実施大学から在学する高等学校等に郵送で

通知しますので、高等学校等から結果を受け取ってください。

(3) 履修を許可された者には、入学許可書を送付します。

(4) 入学許可後、履修開始については、別途ご案内いたします。

６ 履修に係る費用 

(1) 入学料および授業料等、履修に係る費用は令和８年度は無料で実施します。ただし、履修す

る科目により、教材費や授業時の事故等に備える学生保険料等が必要となる場合があります。
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７ 成績評価 

(1) 成績評価の方法等は、授業科目によって異なります。本募集要項末尾に掲載のシラバスによ

りご確認ください。

(2) 所定の授業時間数の３分の２以上出席していない科目については、定期試験の有無や授業中

に行われた試験等の成績に関わらず、単位修得は認められません。

８ 単位の授与 

(1) 試験、レポート等により所定の成績を修めた場合には単位を授与します。

(2) 単位を修得した授業科目について、単位修得証明書を交付します。

(3) 単位修得の有無にかかわらず、在学する高等学校等の学校長宛に結果を通知します。

(4) 単位を修得した授業科目は、３大学のいずれかへ入学後、当該授業科目が入学先大学の教育

課程にSPARC教育プログラムの科目として開設されている場合、本人の申請に基づき、原則

として当該授業科目の単位として認定されます。

(5) 詳細は、入学後に各大学の規程に従って手続きしてください。

９ 出願及び問い合わせ先 

〒753-8502 山口県山口市桜畠6丁目2番1号 

山口県立大学 教育研究支援部教務部門 

電 話：(083)929－6506 

電子メール：kyoumu@yp4.yamaguchi-pu.ac.jp 
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